
感染症法上の位置づけの変更（令和５年５月８日以降）に伴う５類移行後の取扱内容

連番 サービス種別等 対応の方向性 現行の取扱内容 ５類移行後の取扱内容

2 共通
一定の要件のもと
当面の間継続

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時
的に人員基準等を満たせなくなる場合、報酬の
減額を行わないことが可能（体制に係る加算の
要件が欠如した場合についても、同様の考え方
により継続算定が可能）
【令和２年５月27日付人員基準等の臨時的な取
扱い事務連絡（第７報）　問６】

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時
的に人員基準等を満たせなくなる場合、報酬の
減額を行わないことが可能（体制に係る加算の
要件が欠如した場合についても、同様の考え方
により継続算定が可能）
※なお、当該特例は、職員が感染者又は感染者
と接触があった者（感染者と同居している場合
に限る）となった場合に限る。

3 共通
一定の要件のもと
当面の間継続

休業等により、利用者が通常のサービスを受け
られない場合、利用児が感染をおそれて通所し
ない場合などにおいて、代替施設でのサービス
提供や居宅への訪問、電話等でできる限りの支
援の提供を行ったと市町村が認める場合は、通
常と同額の報酬算定が可能
【令和２年５月27日付人員基準等の臨時的な取
扱い事務連絡（第７報）　問５】

事業所において通常のサービスの提供が困難に
なったことにより、利用者が通常のサービスを
受けられない場合において、代替施設でのサー
ビス提供や居宅への訪問でできる限りの支援の
提供を行ったと市町村が認める場合は、通常と
同額の報酬算定が可能
※事業所において通常のサービスの提供が困難
になった場合の想定
・近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発
生している場合又は感染拡大地域である場合
で、感染を未然に防ぐために休業する場合
・施設・事業所において感染者が多数発生する
等、やむを得ず休業する場合

4 共通
一定の要件のもと
当面の間継続

各種加算のうち、面談や会議の開催等を要件と
しているものについて、電話、メール、テレビ
会議等の活用などにより算定可能
【令和２年５月27日付人員基準等の臨時的な取
扱い事務連絡（第７報）　問12、25、26、27】

各種加算のうち、面談や会議の開催等を要件と
しているものについて、テレビ会議の活用によ
り算定可能

24 相談支援
臨時的な取り扱いの
終了

新型コロナウイルス感染症への対応のため、モ
ニタリング実施月でない月に、モニタリングを
実施した場合、継続サービス利用支援費として
算定が可能
【令和２年５月27日付人員基準等の臨時的な取
扱い事務連絡（第７報）　　問23、24】

臨時的な取扱いの終了

25 相談支援
臨時的な取り扱いの
終了

サービス利用支援におけるアセスメントや継続
サービス利用支援における居宅等への訪問につ
いて、電話や文書等の照会によって行うことが
可能
【令和２年５月27日付人員基準等の臨時的な取
扱い事務連絡（第７報）　問28】

臨時的な取扱いの終了

27
障がい児
サービス

臨時的な取り扱いの
終了

学校等が臨時休業をしている場合に、学校休業
日の単価の適用が可能（分散登校等の場合も適
用可能であるなど、通常より柔軟な適用が可
能）
【令和３年９月22日付障害児通所支援に係るQ&A
事務連絡　Ｑ20】

臨時的な取扱いの終了

28
障がい児
サービス

一定の要件のもと
当面の間継続

放課後等デイサービスについて、居宅への訪問
や電話に加え、メールやＬＩＮＥによるやりと
りでも、通常と同額の報酬算定が可能
【令和３年９月22日付障害児通所支援に係るQ&A
事務連絡　Ｑ８、Ｑ９】

放課後等デイサービスについて、事業所におい
て通常のサービスの提供が困難になったことに
より、利用者が通常のサービスを受けられない
場合において、居宅への訪問でできる限りの支
援の提供を行ったと市町村が認める場合は、通
常と同額の報酬算定が可能
※事業所において通常のサービスの提供が困難
になった場合の想定
・近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発
生している場合又は感染拡大地域である場合
で、感染を未然に防ぐために休業する場合
・施設・事業所において感染者が多数発生する
等、やむを得ず休業する場合

29
障がい児
サービス

臨時的な取り扱いの
終了

家庭連携加算については、電話等による実施が
可能
【令和３年９月22日付障害児通所支援に係るQ&A
事務連絡　Ｑ４】

臨時的な取扱いの終了

30
障がい児
サービス

臨時的な取り扱いの
終了

報酬算定に当たって事前の届け出が必要な加算
（延長支援加算等）について、本来必要な届出
を事後的に行うことが可能
【令和３年９月22日付障害児通所支援に係るQ&A
について事務連絡　Ｑ19】

臨時的な取扱いの終了

31
障がい児
サービス

臨時的な取り扱いの
終了

強度行動障害児支援加算等について、従前から
当該加算の算定を行っていた児童に限り、算定
要件となる職員が不在のときに算定要件でない
職員が行った支援について、その後の記録等を
算定要件となる職員が確認し、必要な指示等を
行った場合に算定が可能
【令和３年９月22日付障害児通所支援に係るQ&A
について事務連絡　Ｑ５】

臨時的な取扱いの終了

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る
障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について（厚生労働省）より抜粋
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